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自動販売機設置事業者募集要項 
 

 香川県では、県有施設に飲料水等自動販売機（以下「自動販売機」という。）を設置する事

業者を募集し、総合的評価方式によって設置予定事業者を決定し、当該事業者と設置契約を

締結します。 

 設置事業者の募集に参加を希望される方は、本募集要項及び自動販売機設置に係る仕様書

をよく御確認いただき、内容を御承知の上、応募してください。 

 

１ 目的 

  県有施設利用者の利便性の向上を図るため。 

 

２ 応募資格 

（１）次の①から④までのいずれにも該当しない者であること。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する契約を

締結する能力を有しない者（未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人）、破産手

続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。）第 32条第 1項各号に

掲げる者 

② 会社更生法（平成 14年法律第 154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成 11年法律第 225号）による再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、

次に掲げる者は、除く。 

ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

イ 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

③ 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められた者で、

その事実があった後３年を経過していない者 

（ア）契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

（イ）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

（ウ）落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

（エ）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の２第１項の規定による監督又は

検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

（カ）契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

（キ）この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされて

いる者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使

用したとき。 

  ④ 上記③に該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は申込代理人として使用す

る者 

（２）法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許

を有していること。 

（３）暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）及び次の①か

ら⑥までのいずれにも該当しない者であること。 

① 代表一般役員等（申込者の代表役員等（申込者が個人である場合にはその者を、申

込者が法人である場合には代表権を有する役員（代表権を有すると認めるべき肩書を

付した役員を含む。）をいう。）、一般役員等（法人の役員（執行役員を含む。）又はそ



 

 

２ 

の支店若しくは営業所を代表する者（代表役員等に含まれる場合を除く。）をいう。）

又は経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）が暴力団関係者（暴力団対策法

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員以外の者

で暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第１号に規定する暴

力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織

の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。）であると認めら

れる者 

② 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益

を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又

は暴力団関係者を利用したと認められる者 

③ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金

銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められる者 

④ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められる者 

⑤ 契約等の相手方が①から④までのいずれかに該当する者であることを知りながら、

当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められる

者 

⑥ ①から④までのいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する

等当該者を利用していた場合（⑤に該当する場合を除く。）において、香川県が当該下

請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかか

わらず、これに従わなかった者 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第５

条第１項に規定する観察処分を受けた団体及び代表一般役員等が当該団体の役職員又は

構成員でないこと。 

（５）香川県税に滞納のない者であること。 

（６）法人にあっては香川県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては香川県内で

事業を営んでいること。 

（７）自動販売機の設置業務の管理・運営において、３年以上の実績を有するものであるこ

と。 

（８）国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約等を、過去２年の間に２回

（２か所）以上全て誠実に履行していること。 

（９）設置事業者が設置場所を第三者に転貸することにより自動販売機を設置するものでな

いこと。 

（10）道路法（昭和 27年法律第 180号）の違反（突出看板による道路の不法占用など）をし

ていない者であること。また、占用料を滞納していない者であること。 

（11）都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）の違反（都市公園の不法占用など）をしていな

い者であること。また、使用料を滞納していない者であること。 
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３ 募集する事項等 

（１）設置箇所、設置可能面積及び台数 

 

※１ 面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。 

※２ 設置箇所には水道設備はない（配管工事は不可）。 

※３ 自動販売機の機種によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障がある

場合もあるので、それらの支障がないか応募前に設置場所の確認をすること。設置場所を確認

する際には、以下の連絡先に事前に連絡すること。 

 

物件 

番号 
財産名称 所 在 地 設置箇所 面積 台数 

１ 桃陵公園 多度津町桃山 11-５ 
一太郎やあい像南側休憩所横 

（配置図１） 
2.0 ㎡ １台 

２ 栗林公園 
高松市栗林町

1-20-16 

東門駐車場横、東小門、商工奨

励館外側（２台）、北門売札横、

讃岐民芸館外側（配置図２） 

各 2.0 ㎡ 

計 12.0 ㎡ 
６台 

３ 
道の駅「香南

楽湯」 

高松市香南町横井

997-２ 

女子トイレ（中、南） 

（配置図３） 

各 2.0 ㎡ 

計 4.0 ㎡ 
２台 

４ 
道の駅「みろ

く」 

さぬき市大川町富

田中 3298-１ 

情報コーナー内 

（配置図４） 
2.2 ㎡ １台 

５ 

道の駅「たか

らだの里さい

た」 

三豊市財田町財田

上 180-６ 

情報コーナー西側 

（配置図５） 
2.2 ㎡ １台 

６ 

道の駅「大坂

城残石記念公

園」 

小豆郡土庄町小海

甲 909-１ 

情報コーナー南側 

（配置図６） 
2.2 ㎡ １台 

７ 

長尾土木事務

所五名ダム再

開発事務所 

東かがわ市与田山

351-１ 

廊下 

（配置図７） 
0.975 ㎡ １台 

８ 川部みどり園 高松市川部町 418 
体育館 

（配置図８） 
2.0 ㎡ １台 

９ 農業大学校 
仲多度郡琴平町榎

内 34-３ 

選果貯蔵施設横 

（配置図９） 
2.0 ㎡ １台 

10 
坂出市総社グ

ラウンド 

坂出市林田町字洲

鼻前 2851-99 

トイレ南側 

（配置図 10） 
2.0 ㎡ １台 

物件 

番号 
財産名称 連絡先 電話番号 

１ 桃陵公園 香川県交流推進部交流推進課 087-832-3359 

２ 栗林公園 栗林公園観光事務所 087-833-7411 

３ 道の駅「香南楽湯」 香川県土木部道路課 087-832-3531 

４ 道の駅「みろく」 香川県土木部道路課 087-832-3531 

５ 道の駅「たからだの里さいた」 香川県土木部道路課 087-832-3531 

６ 道の駅「大坂城残石記念公園」 香川県土木部道路課 087-832-3531 

７ 
長尾土木事務所五名ダム再開発

事務所 

長尾土木事務所五名ダム再開発事

務所総務用地課 
0879-27-2580 

８ 川部みどり園 川部みどり園総務課 087-885-8600 

９ 農業大学校 農業大学校 0877-75-1141 

10 坂出市総社グラウンド 香川県総務部財産経営課 087-832-3074 



 

 

４ 

   

（２）自動販売機の仕様 

自動販売機の仕様、その他の条件等については、別添「自動販売機設置に係る仕様書」

による。 

（３）設置期間 

  令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで(更新なし) 

（４）自動販売機の設置作業 

設置が決定し、契約した事業者は、香川県（各施設の担当部署）と協議の上、令和８

年４月１日（水）から令和８年４月 30日（木）の間に自動販売機を設置すること。 

設置作業の日時は、当該施設の開館日（開園日）の開館（開園）時間内で調整する。 

ただし、施設管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 

（５）自動販売機の貸付料等 

 ① 貸付料（年額・前納）【物件番号１～10】 

貸付料は設置予定事業者として決定された者の提案金額 （消費税及び地方消費税を

含まない価格）に 100 分の 110 を乗じて得た額とし、香川県の発行する納入通知書

により、香川県が指定する期限までに全額納入すること。ただし、物件番号１、２及

び８～10 については、土地の賃貸借となるため、設置料提案書に記載された金額をも

って貸付料とする。 

 ② 占用（使用）料【物件番号１～６】 

   ア 【物件番号３～６の場合】 

     貸付料のほか、香川県道路占用料条例（昭和 28年香川県条例第 21号）第２条に

定める占用料を、香川県の発行する納入通知書により、香川県が指定する期限まで

に全額納入すること。詳細については、施設の担当部署へ確認のこと。 

イ 【物件番号１及び２の場合】 

貸付料のほか、香川県都市公園条例（昭和 39年香川県条例第 20号）第 11条に定

める使用料を、香川県の発行する納入通知書により、香川県が指定する期限までに

全額納入すること。詳細については、施設の担当部署へ確認のこと。 

③ 貸付料等の返還 

貸付料等は、原則として還付しない。ただし、別添「清涼飲料水等自動販売機設置

契約書」（以下「契約書」という。）に定める事由に該当する場合には、日割計算によ

って算定した金額を還付する。なお、還付する金額には利息は付さない。 
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（６）参考データ 

（令和６年度の売上実績） 
物件

番号 
財産名称 設置箇所 種別 売上実績 

１ 桃陵公園 
一太郎やあい像南側休憩

所横 

飲料水（缶・ペットボ

トル１台） 
1,064,170 円 

２ 栗林公園 

東門駐車場横、東小門、

商工奨励館外側（２台）、

北門売札横、讃岐民芸館

外側 

飲料水（缶・ペットボ

トル６台） 
6,468,570 円 

３ 道の駅「香南楽湯」 女子トイレ（中、南） 
飲料水（缶・ペットボ

トル２台） 
1,104,930 円 

４ 道の駅「みろく」 情報コーナー内 
飲料水（缶・ペットボ

トル１台） 
- ※１ 

５ 
道の駅「たからだの

里さいた」 
情報コーナー西側 

飲料水（缶・ペットボ

トル１台） 
- ※２ 

６ 
道の駅「大坂城残石

記念公園」 
情報コーナー南側 

飲料水（缶・ペットボ

トル１台） 
- ※３ 

７ 
長尾土木事務所五名

ダム再開発事務所 
廊下 

飲料水（缶・ペットボ

トル１台） 
- ※４ 

８ 川部みどり園 体育館 
飲料水（缶・ペットボ

トル１台） 
- ※５ 

９ 農業大学校 選果貯蔵施設横 
飲料水（缶・ペットボ

トル１台） 
- ※６ 

10 
坂出市総社グラウン

ド 
トイレ南側 

飲料水（缶・ペットボ

トル１台） 
- ※７ 

※１ 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員（21人）及び施設利用者（年間

約 57,222人）が利用予定である。 

※２ 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員（38人）及び施設利用者（年間

約 135,031人）が利用予定である。 

※３ 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員（３人）及び施設利用者（年間

約 18,884人）が利用予定である。 

※４ 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員（10人）及び施設利用者（１日

あたり見込み約５人）が利用予定である。 

※５ 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員（95人）及び施設利用者（１日

あたり約 46人）が利用予定である。 

※６ 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、職員（33人）及び施設利用者（１日

あたり約 100人）が利用予定である。 

※７ 今回、新規に自動販売機を設置するものであり、施設利用者（年間約 18,840人）が利

用予定である。 
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４ 応募手続 

（１）参加申込み 

   公募に参加を希望する者は、参加申込書等（（４）に掲げる書類）を提出する。なお、

提出された書類は返却しない。 

（２）提出期間 

   令和８年１月 30 日（金）から令和８年２月 12 日（木）までの午前９時から午後５時

までの間（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178

号）に規定する休日並びに正午から午後１時までの間を除く。） 

（３）提出場所 

   〒760-8570 高松市番町四丁目 1番 10号 

   香川県総務部財産経営課 ファシリティマネジメント・財産グループ 

   電話：０８７－８３２－３０７４



 

 

７ 

（４）提出書類 

 提出書類 法人 個人 

① 参加申込書（様式第１号） ○ ○ 

② 
誓約書（様式第２号）及び国又は地方公共団体と種類及び

規模をほぼ同じくする契約等の実績一覧 
○ ○ 

③ 設置料提案書（様式第３号） ○ ○ 

④ 自動販売機設置に係る提案書（様式第４号） ○ ○ 

⑤ 
自動販売機設置に係る提案書「２ 香川県の施策への協力」

に係る事実確認資料 
○ ○ 

⑥ 住民票の写し（抄本）  ○ 

⑦ 
法人の登記事項証明書（全部事項）及び役員一覧（様式第

５号） 
○  

⑧ 印鑑登録証明書 ○ ○ 

⑨ 委任状（様式第６号） ○ ○ 

⑩ 香川県の県税（全ての税目）に未納がないことの証明書 ○ ○ 

⑪ 販売品目一覧表（様式第７号） ○ ○ 

⑫ 設置する自動販売機及び販売品のカタログ ○ ○ 

⑬ 
自動販売機設置に係る提案書「３ 設置する自動販売機の

機能等」（２）～（５）に係る事実確認資料 
○ ○ 

注１ 法人の場合には、代表者印とすること。 

  注２ 設置料提案書は、封筒に入れた後、封筒の継目部分に割印（担当者印で可）し、

提出のこと。 

注３ 提出書類③、④、⑤、⑪及び⑬について、物件番号ごとに記入し、提出すること。 

  注４ 提出資料⑥、⑦、⑧及び⑩について、記載内容が最新で発行の日から３か月以内

のものを添付すること。 

注５ 提出書類⑫について、設置する自動販売機が特定できるようカタログに明記して

おくこと。 

（５）提出方法 

   財産経営課に直接持参又は郵送によるものとする。ただし、郵送の場合は、封筒に「自

動販売機参加申込書」と朱書し、書留郵便で提出場所あてに提出期間内必着で送付する

こと。（電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。郵送の場合は、電話

連絡すること。） 

（６）設置料提案書（様式第３号）に記載する金額 

   設置料提案書に記載する金額は、年額とする。 

   設置予定事業者決定に当たっては、設置料提案書に記載された金額に当該金額の 100

分の 10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって貸付金額とするので、応募者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、物件番号１、２及び８～10

については、土地の賃貸借となるため、設置料提案書に記載された金額をもって貸付金

額とする。 
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５ 提出書類に関する説明等 

  香川県から当該書類に関し説明又は追加資料の提出を求められた場合は、応募者の負担

において対応すること。 

 

６ 設置予定事業者の決定方法等 

（１）設置予定事業者の決定方法 

  ① 次のア、イのいずれにも該当する応募者のうち、内容点及び価格点の合計点数（以

下「総得点」という。）の最も高い者を設置予定事業者とする。 

   ア 設置料提案書（様式第３号）に記載された金額が、香川県会計規則（昭和 39年香

川県規則第 19号）第 147条の規定に基づいて定められた予定価格に 110分の 100を

乗じて得た額以上の価格であること。 

   イ 自動販売機設置に係る提案書（様式第４号）の各項目が、全て記載されているこ

と。 

     なお、該当なしの場合は無に○を付けること。 

② 総得点の算定方法 

     総得点 ＝ 内容点 ＋ 価格点 

    評価項目及び配点等  

評価項目 評価の視点 配点 小計点 

内
容
点 １ 

香川県の施策

への協力 

県事業への協力 ２２点 

２８点 廃棄物対策 ３点 

障害者雇用 ３点 

２ 

設置する 

自動販売機の 

機能等 

Ｗｉ-Ｆｉ機能※ １０点 

２２点 

災害対策機能 ４点 

省エネルギー ３点 

県産品の販売 ３点 

その他の機能 ２点 

小計点 
 

５０点 

      

価
格
点 

提案価格 提案設置料に基づき算定 ５０点 

 

総得点 
 

１００点 

 

※ 光回線又は毎月のデータ通信使用可能容量が４ＧＢ以上のモバイルＷｉ－Ｆｉを評

価対象とする。 

※ 各応募者が提案したＷｉ－Ｆｉの設置台数を比較し、相対的に評価を実施する。 

※ Ｗｉ-Ｆｉ機能は、「かがわＷｉ-Ｆｉ」その他の誰でも簡単に使用できるＷｉ-Ｆｉ

機能を有するものであること。 

※ 「かがわＷｉ-Ｆｉ」とは、次のＳＳＩＤの無料公衆無線ＬＡＮサービスを指す。 



 

 

９ 

・ ＳＳＩＤ：ＫＡＧＡＷＡ－ＷｉＦｉ２ 

  香川県とＮＴＴ西日本株式会社香川支店が締結した協定に基づき整備を推進して

いる無料公衆無線ＬＡＮサービスであり、ＮＴＴ西日本株式会社が運営する「スマ

ート光 ビジネスＷｉ－Ｆｉ」を活用したものを指す。 

・ ＳＳＩＤ：ＫＡＧＡＷＡ－ＷｉＦｉ＿Ｐｌｕｓ＿Ｗｉ２ 

   香川県と株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが締結した協定に基づき整備を推

進している無料公衆無線ＬＡＮサービスであり、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤ

レスが運営する「Ｗｉ２サービス」を活用したものを指す。 

・ ＳＳＩＤ：ＫＡＧＡＷＡ－ＷｉＦｉ＿Ｐｌｕｓ＿ｄｏｃｏｍｏ  

   香川県と株式会社ＮＴＴドコモが締結した協定に基づき整備を推進している無料

公衆無線ＬＡＮサービスであり、株式会社ＮＴＴドコモが運営する「ｈｏｍｅ ５Ｇ」

を活用したものを指す。 

※ 物件番号３～６については、Ｗｉ-Ｆｉ機能を必須要件として仕様で定め、物件番号

１、２及び７～10については、Ｗｉ-Ｆｉ機能に係る提案の対象外とする。内容点の

上限はＷｉ-Ｆｉ機能の評価点（10点）を除く40点とすることから得点は次のとおり

とする。 

総得点（80点）＝内容点（40点）＋価格点（40点） 

  ③ 内容点及び価格点の算出に当たっては、小数点以下１桁までを有効とし、小数点以

下２桁目で四捨五入する。 

  ④ 総得点の最も高い者が２者以上あるときは、内容点の高い者を設置予定事業者とす

る。また、総得点の最も高い２者以上の者の内容点が同点の場合は、内容点が同点の

者のくじ引きで設置予定事業者を決定する。 

（２）審査の方法 

   本件に係る設置事業者を選定するに当たり、提案書等を公正に審査し、設置予定事業

者の優先順位を審議するため、「飲料水等自動販売機設置事業者選定委員会」を設置する。 

（３）設置予定事業者の決定時期 

   令和８年３月上旬に行う予定。 

（４）選定結果の通知 

   設置予定事業者決定後、選定された者に対しては選定された旨を、選定されなかった

者に対しては選定されなかった旨を、それぞれ書面により通知する。 

（５）設置予定事業者決定の例外 

   設置予定事業者の決定時期において応募資格を満たしていない者は、設置予定事業者

としない。 

   また、総得点の最も高い者を設置予定事業者とすることが、公正な取引の秩序を乱す

おそれがあり、著しく不適当と認められる場合は、その者から事情を聴取の上、合理的

な理由がないと認められるときは、その者を設置予定事業者とせず、次点の者を設置予

定事業者とする。  

（６）設置予定事業者等の公表について 

   設置予定事業者を決定したときは、次の事項について公表する。 

  ・公募自動販売機数 

  ・公募参加者数 
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  ・設置予定事業者決定日 

  ・設置予定事業者名 

  ・設置予定事業者の総合評価得点（総得点） 

（７）公募時の売上実績の公表について 

   今後、設置予定事業者を公募により選定する際には、募集要項等に設置場所ごとの売

上実績を掲載することがある。 

 

７ 無効な応募等 

（１）次のいずれかに該当する応募は無効とする。 

  ① 不正行為による応募 

  ② 設置料提案書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明確なもの 

  ③ 設置料提案書の記名押印を欠くもの及び金額を訂正したもの 

  ④ 参加申込書（添付書類を含む。）に虚偽の記載を行ったもの 

  ⑤ その他募集に関する規定等に違反した応募 

（２）その他 

  ① 提出した提出書類は、提出期限を過ぎた後は、書き換え、引き換え又は撤回をする

ことはできない。ただし、香川県から補正を求められた場合は、この限りではない。 

  ② 設置予定事業者を公正に選定できないなど、特別な事情があると認めるときは、選

定時期を延期し、又は取りやめることがある。 

 

８ 占用（設置）許可及び貸付料の契約 

（１）物件番号３～６の設置予定事業者は、当該道の駅を管轄する土木事務所に道路占用許

可申請書を提出すること。また、当該道の駅を管轄する警察署に、道路交通法（昭和 35

年法律第 105号）第 77条第１項第２号に基づく道路使用許可申請書を提出すること。 

物件番号１及び２の設置予定事業者は、香川県交流推進部交流推進課に、都市公園法

（昭和 31年法律第 79号）第５条に基づく都市公園施設設置許可申請書を提出すること。 

（２）貸付料については、別添契約書による契約を締結する。 

（３）設置予定事業者は令和８年３月 19日（木）までに、設置契約を締結すること。 

なお、契約書については、次の部署において作成する。 

物件番号 財産名称 契約担当部署 

１ 桃陵公園 香川県交流推進部交流推進課 

２ 栗林公園 香川県交流推進部交流推進課 

３ 道の駅「香南楽湯」 香川県土木部道路課 

４ 道の駅「みろく」 香川県土木部道路課 

５ 道の駅「たからだの里さいた」 香川県土木部道路課 

６ 道の駅「大坂城残石記念公園」 香川県土木部道路課 

７ 
長尾土木事務所五名ダム再開発事

務所 
香川県土木部河川砂防課 

８ 川部みどり園 川部みどり園総務課 

９ 農業大学校 農業大学校 

10 坂出市総社グラウンド 香川県総務部財産経営課 
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９ 電子契約の可否 

（１）可とする。 

 ※ 電子契約（契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービス

による電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付

与するもの）を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用する。利用にあたっ

ては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要があ

る。 

（２）電子契約を希望する場合は、設置予定事業者として決定した後、県が指定する期日ま

でに「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を８（３）の契約担当部署に電子メー

ルにより提出すること。 

（３）電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。 

 

10 設置予定事業者の決定取消し等 

（１）次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消すものとする。 

① ８（３）に示す期日までに、契約を締結しなかったとき。 

② 応募の提案内容に虚偽の報告があったとき。 

③ 設置予定事業者が応募資格を失ったとき。 

④ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと香川県

が判断したとき。 

⑤ 正当な理由なくして、指定する期日までに道路占用許可、都市公園施設設置許可の

手続きに応じなかったとき。 

（２）（１）により設置予定事業者の決定を取り消したとき及び設置予定事業者が契約を締結

しないときは、飲料水等自動販売機設置事業者選定委員会の審査において次点の者（予

定価格以上の者）と随意契約交渉を行う。 

 

11 質問方法 

  自動販売機設置事業者募集要項等に対する質問方法等は、次による。 

（１）質問方法 

   質問は、令和８年１月 22 日（木）午後５時までに、質問書（様式第８号）を使用し、

電子メールにより 13に示す問い合わせ先あてに提出すること。 

（注意）質問は必要最小限とすること。また、受付期間以外の質問及び指定する様式

や方法によらない質問は、一切受け付けない。ただし、公募手続など事務手続

に関する質問及び別紙に定めるＷｉ－Ｆｉ設置にかかる質問についてはこの

限りではない。 

（２）質問への回答 

   原則として、質問者に対し電子メールで個別に回答する。また、質問事項及び回答は、

取りまとめて令和８年１月 30日（金）までに香川県のホームページに掲載する。 

 

12 その他 

（１）本募集要項に定めがない事項は、関係法令等の定めるところによる。 

（２）物件番号３～６において、Ｗｉ－Ｆｉ機能付き自動販売機を設置する場合は、別紙で

定める事項に留意すること。 



 

 

１２ 

 

13 問い合わせ先 

  〒760-8570 高松市番町四丁目 1番 10号 

  香川県総務部財産経営課 ファシリティマネジメント・財産グループ 

  電 話：０８７－８３２－３０７４ 

  ＦＡＸ：０８７－８０６－０２１３ 

  Ｅ-mail：zaisankeiei@pref.kagawa.lg.jp 


